
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第９条第１項 

審
査

基
準
 

□ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

■ 無（根拠：第４条第２項第１号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

 

【参考】 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年7月12日号外法

律第88号） 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可） 

第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定め

る目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、

次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては

都道府県知事の許可を受けなければならない。 

一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の

区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。 

二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をする

とき。 

三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支

障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の

捕獲等をするとき。 

（略） 

審 査 基 準 

設定年月日 

令和６年３月２７日 

審 査 基 準

最終変更年月日 

年  月  日 

標準処理期間 

□ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（                  ） 

■ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第１号に該当) 

標準処理期間

設定 年月 日 

年  月  日 

標 準 処 理 期 間

最終変更年月日 

年  月  日 

所管部署 環境経済部みどり環境課 



備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 


